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序　　　　　文

ラオス人民民主共和国では、マラリア、メコン住血吸虫症、タイ肝吸虫症等の寄生虫感染症が

人々に甚大な健康被害をもたらし、同国の社会経済の負担となっています。ラオス人民民主共和

国政府はこれら寄生虫感染症の対策に乗り出していますが、メコン住血吸虫症及びタイ肝吸虫症

は流行地域が限定されていることなどから研究・調査が進んでいません。メコン住血吸虫症は、

現在使われている検査方法では診断に時間がかかってしまい、流行地域で使用可能な、より簡易

な検査方法の開発が求められています。

また、同国でのタイ肝吸虫症の罹患率は推定 15％にのぼり、治療せずに放置すると胆管ガン

の原因になることが知られていますが、現在のところ具体的な対策はとられていないのが現状で

す。

マラリアに関しては、ラオス人民民主共和国は薬剤耐性マラリア流行地域であるカンボジア、

タイ、ミャンマーに隣接しており、今後メコン川流域の経済圏が更に発展し、人・物の移動が一

層活発になると予想されることから、同地域の薬剤耐性マラリアの発生をモニターして封じこめ

るための、調査・研究が喫緊の課題となっています。

かかる状況を踏まえ、「地球規模課題に対応する科学技術協力」事業の下、ラオス人民民主共

和国のマラリア、メコン住血吸虫症及びタイ肝吸虫症に関し、患者の早期発見と治療及びより効

果的な監視と予防対策のための研究開発協力として、独立行政法人国立国際医療研究センターか

ら独立行政法人科学技術振興機構に対し研究申請があり、ラオス人民民主共和国からわが国に対

し技術協力プロジェクトの要請がありました。

これを受け、プロジェクトの協力内容を検討し、協議するため、2013 年 11 月 10 日から 11 月

28 日までの日程で詳細計画策定調査団を派遣しました。本報告書は同調査の結果を取りまとめた

ものであり、プロジェクトの実施にあたり広く活用されることを期待しております。

ここに、本調査にご協力頂いた内外の関係者の方々に対し、心から感謝の意を表明します。

平成 26 年 3 月

独立行政法人国際協力機構

人間開発部長　戸田　隆夫
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事業事前評価表〔地球規模課題対応国際科学技術協力（SATREPS）〕

１．案件名

国　名：ラオス人民民主共和国

案件名：和名： マラリア及び重要寄生虫症の流行拡散制御に向けた遺伝疫学による革新的技術開

発研究プロジェクト

英名： The Project for Development of Innovative Research Technique in Genetic Epidemiology 
of Malaria and Other Parasitic Diseases in Lao PDR for Containment of Their Expanding 
Endemicity

２．事業の背景と必要性

（1） 当該国における保健医療セクター、特にマラリア、メコン住血吸虫及びタイ肝吸虫症の現

状と課題

ラオス人民民主共和国（以下、「ラオス」と記す）の保健指標は 5 歳未満児死亡率（42/1,000
出生）等、一部に改善がみられるものの、妊産婦死亡率は 470/10 万出生と ASEAN 諸国で

最も悪い数値で、ミレニアム開発目標（Millennium Development Goals：MDGs）の達成が危

ぶまれている。3 大感染症のうち、結核有病率は 540/10 万人、HIV 感染率（15 ～ 49 歳）は

0.28％と ASEAN 諸国のなかでは指標は比較的良好であり、ともに MDGs を達成の見込みで

ある。また、近年非感染性疾患の増加がみられ、ラオスにおける死亡者の死因の 41％が感

染症や出産時の死亡で、残る 59％が非感染性疾患となっている（うち、心血管疾患 21％、

外傷 10％、ガン 9％）。

マラリア罹患率は、2.7/1,000 人で、殺虫剤処理済蚊帳の大量配布と教育活動、迅速診断検

査の村レベルへの拡大、アルテミシニン薬を併用した抗マラリア薬の普及による診断・治療

活動が進められた結果、2000 ～ 2011 年のマラリア罹患率は 75％減少し MDGs も達成の見込

みで、ラオスのマラリア感染は制圧されつつある
1
。しかし、罹患率は ASEAN 諸国内では 4

番目に高く、特に南部の山間部や森林地帯を中心に約 300 万人がいまだマラリア感染の危険

にあるとされている。また、国境を接するタイやカンボジアでアルテミシニン耐性マラリア

が確認されたことから、ラオスにおいても耐性マラリアの存在が懸念されている。

メコン住血吸虫症及びタイ肝吸虫症は、ともにラオスにおいて深刻な健康被害をもた

らす寄生虫疾患である。メコン住血吸虫症は、「顧みられない熱帯病」（Neglected Tropical 
Diseases：NTD）で、メコン川に生息する中間宿主である淡水産巻貝に寄生するミラシジウ

ム（幼生）が、経皮感染する水系感染寄生虫である。主にチャンパサック県のコーン郡及び

ムーンラパモーク郡にみられ、約 6 万 5,000 人が感染の危険にあるとされるが、他の地域へ

感染が拡大している恐れもある。WHO によれば、11 万人以上が感染の危険にあり、致死率

は低いが、慢性病となり、腹痛、下痢、血便及び貧血等の症状がみられ、進行すると肝腫大

や脾腫大が起きることもある
2
。

1
　WHO (2012) “World Malaria Report 2012”  (http：//www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2012/report/en/index.html) 

2
　MOH, Lao PDR “National Action Plan For Neglected Tropical Diseases (2013-2017) ”（作成中）

i



タイ肝吸虫症は、タイ肝吸虫メタセルカリアをもった淡水魚を生で食することにより感染

が起こる。全国で推定 170 万人、国民の 3 分の 1 が感染しており、約 250 万人が感染の危険

にあるとされる。タイ肝吸虫症は早期発見できれば治療が可能であるが、現在の診断方法は

検査技術に左右されるほか、時間がかかるため、診断及び治療が遅れ、肝臓疾患や胆管ガン

及び胆嚢ガンを発症する危険がある
3
。2010 年に保健省（Ministry of Health：MOH）マラリア・

寄生虫・昆虫学センター（Centre for Malariology, Parasitology and Entomology：CMPE）が行っ

た調査では、メコン川の小魚の 72％がタイ肝吸虫の感染幼虫を有していると報告されてい

るが、感染の実態は十分に明らかになっていない。食文化の行動変容は困難であるが、患者

を発見できれば投薬等による治療を行うことができるようになる。

以上のとおり、マラリア、メコン住血吸虫及びタイ肝吸虫症はラオス国民の健康及び社会

経済に重大な影響をもたらしており、右 3 疾患を精確で迅速に発見し治療につなげること、

また精確な分布を把握し予防につなげることが喫緊の課題となっている。

（2）当該国における保健医療セクターの開発政策と本プロジェクトの位置づけ

「国家成長・貧困削減戦略」「第 7 次国家社会経済開発 5 カ年計画（2011 ～ 2015 年）」及び「第

7 次国家保健セクター開発 5 カ年計画（2011 ～ 2015 年）」では、マラリアを含む感染症の予

防と制御の必要性が述べられてい
4、 5、 6、 7
る。「国家マラリア対策・制圧先制計画（2011 ～ 2015 年）」

の下では、流行地に的を絞った介入が行われているほか、薬剤耐性マラリアについてもサー

ベイランスや研究活動を強化する方針である
8
。メコン住血吸虫症及びタイ肝吸虫症は「NTD

国家行動計画（2013 ～ 2017 年）」（ドラフト作成中）において、重要疾患として認識され、

今後対策を強化する方針である。

（3）保健医療セクターに対するわが国及び JICA の援助方針と実績

対ラオス国別援助方針（2012 年 4 月）では「MDGs 達成及び LDC からの脱却への支援」

のため、「保健医療サービスの改善」を 4 つの重点分野の 1 つとして挙げており、保健分野

における MDGs 達成のため、母子保健分野を中心に、医療人材育成、保健医療サービスへ

のアクセス改善のための医療施設整備等の支援を行っている。「国際保健政策（2011 ～ 2015
年）」では、マラリアに関し、MDGs の目標達成のため、世界エイズ・結核・マラリア対策

基金（Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria：GFATM）を通じた効果的な保健施策

を拡大するとともに、二国間支援を活用した保健システム強化や母子保健との統合的取り組

3
　 The United Nations in the Lao PDR (2012) “Country Analysis Report：Lao People’s Democratic Republic-Analysis to inform the selection 

of priorities for the next UN Development Assistance Framework (UNDAF) 2012-2015” (http：//www.undp.org/content/dam/laopdr/docs/
Legal％ 20Framework/UNDP_LA_CAR_2012_2015.pdf) 

4
　 The Government of Lao PDR (June 2004) “National Growth and Poverty Eradication Strategy (NGPES)” (http://www.imf.org/external/pubs/ft/
scr/2004/cr04393.pdf) 

5　 Ministry of Planning and Investment, Lao PDR (7 October 2011) “The Seventh Five-year National Socio-Economic Development Plan (2011-
2015)” (http://www.wpro.who.int/countries/lao/LAO20112015.pdf)

6　 The Government of Lao PDR and the United Nations (September 2013) “The Millennium Development Goals Progress Report for the Lao 
PDR 2013” (http://www.undp.org/content/lao_pdr/en/home/library/mdg/mdgs-progress-report-lao-pdr-2013)

7　 Ministry of Health, Lao PDR (10 October 2011) “The VIIth Five- Year Health Sector Development Plan (2011-2015)” (http://www.wpro.who.
int/health_services/lao_pdr_nationalhealthplan.pdf)

8
　Ministry of Health, Lao PDR (10 October 2011) “National Strategic Plan for Malaria Control and Pre-Elimination）（2011-2015）”

ii



み及び NTD 対策への支援も継続することを表明している
9
。

（4）他の援助機関の対応

マラリア対策には、GFATM が 2002 年以降、1 億 2,000 万米ドル以上を供与
10
しているほか、

WHO が技術支援及び抗マラリア薬の品質モニタリング等を支援している
11
。米政府は、ア

ルテミシニン耐性マラリアのサーベイランス等を実施しており、DfID は Lao Oxford Mahidol 
Welcome Trust Research Unit12

を通じてアルテミシニン耐性をもつ熱帯熱マラリアの調査を支

援している。仏政府はラオス・パスツール研究所（Pasteur Institute of Laos：IPL）において、

マラリア蚊の殺虫剤に対する耐性の調査及び医学昆虫学における人材の能力強化を支援して

いる。

メコン住血吸虫症及びタイ肝吸虫症は、WHO が戦略計画策定及び技術支援を行うほか、

日本、ドイツ、フランス等が、保健省等と連携して、教育活動及び投薬治療を行った実績が

あるが、マラリアと比較して、大規模かつ継続的な支援は行われていない
13
。

３．事業概要

（1）事業目的

本プロジェクトは、ラオスにおいてマラリア、メコン住血吸虫症及びタイ肝吸虫症に関し、

遺伝子解析により寄生虫特有の DNA を利用した診断方法を開発する。新たな診断方法を用

いれば、これまでよりも短時間に大量かつ精確な診断ができるようになり、患者の早期発見

及び治療が可能となるほか、詳細な疾病の流行状況を把握し、より効果的な監視及び予防の

ための対策をとることができるようになる。更にアルテミシニン耐性の懸念のあるマラリア

については、遺伝子解析によりその拡散経路を解明する。これらの研究成果をもって、右 3
疾病の発生の制御と患者数の低減に寄与する。

（2）事業スケジュール（協力期間）

2014 年 5 月～ 2019 年 4 月を予定（計 60 カ月）

（3）本プロジェクトの受益者（ターゲットグループ）

ラオスの国民、特にマラリア、メコン住血吸虫症及びタイ肝吸虫症の罹患地域（マラリア：

サバナケット県、アッタプー県、メコン住血吸虫症：チャンパサック県コーン郡、ビエンチャ

ン県バンビエン郡、タイ肝吸虫症：ビエンチャン市）の住民約 400 万人

9
　日本政府（2010 年 6 月）「国際保健政策 2011-2015」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs/pdfs/hea_pol_ful_jp.pdf)

10
　GFATM (14 May 2012) “Transitional Funding Mechanism-Single Country Application: Section 1-2” 

11
　GFATM (14 May 2012) “Transitional Funding Mechanism-Single Country Application: Section 1-2” 

12
　 LOMWTRU は、主に英国のウェルカムトラストが支援を行う独立研究機関であるが、保健省及びマホソト病院との MOU を結ん

でおり、スタッフの半数は保健省の所属である。
13

　 WHO (2011) “WHO Country Cooperation Strategy for the Lao People’s Democratic Republic 2012- 2015”
(http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccs_lao_en.pdf)
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（4）総事業費（日本側）

4 億円

（5）ラオス側実施機関

保健省（研修・研究局や感染症対策局等での研究成果の活用）、IPL（寄生虫局との共同研

究）、CMPE（対象県 CMPE との共同フィールド調査）

（6）国内協力機関

研究代表機関：国立国際医療研究センター（National Center for Global Health and Medicine：
NCGM）

共同研究機関：東京大学大学院、東京医科歯科大学、長崎大学大学院、順天堂大学

（7）投入（インプット）

1）日本側

① 専門家派遣：チーフ・アドバイザー（約 10 人/月）、マラリア・メコン住血吸虫症・タイ

肝吸虫症長期専門家（約 60 人/月）、業務調整（約 60 人/月）、短期専門家（マラリア、

薬剤耐性マラリア、メコン住血吸虫症、タイ肝吸虫症、保健システム、その他必要な分野）

（約 30 人/月）

② 供与機材（IPL、CMPE）：DNA シークエンサー、サーマルサイクラ―、電気泳動ゲル撮

影装置、分光光度計、マルチガスインキュベーター、顕微鏡、その他必要な機材

③ 研修員受入れ：マラリア、メコン住血吸虫症及びタイ肝吸虫症の研究のため

④ 在外事業強化費：共同研究活動実施に必要な諸経費（ローカル・コスト）、アシスタント、

運転手、その他必要なスタッフ

2）ラオス側

① カウンターパート（Counterpart：C/P）の配置：プロジェクト・ディレクター（保健省 1 名）、

プロジェクト・マネジャー（IPL 所長 1 名）、マラリア・メコン住血吸虫症・タイ肝吸虫

症に従事する IPL の研究者及びスタッフ、州 CMPE の職員

②施設・土地：IPL における研究スペース及び事務スペース

③機材：IPL 及び州 CMPE における既存の研究機器

④その他：保健省及び IPL が保有する研究関連情報、データ及び標本

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発

1）環境に対する影響 / 用地取得・住民移転

①カテゴリ分類（A,B,C を記載）：C
② カテゴリ分類の根拠：本プロジェクトは既存の施設においてマラリア、メコン住血吸虫

症及びタイ肝吸虫症の研究を行うものであり、研究過程で生じる廃棄物については、国

際基準に基づいて処理され、特に環境社会配慮上の影響は生じない。

③環境許認可：特になし。

④ 汚染対策：特になし。

⑤自然環境面：特になし。
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⑥社会環境面：特になし。

⑦その他・モニタリング：特になし。

2）ジェンダー平等推進・平和構築・貧困削減

特になし。

3）その他

特になし。

（9）関連する援助活動

1）わが国の援助活動

保健分野における MDGs 達成のため、母子保健分野を中心に、医療人材育成、保健省の

事業調整能力の向上支援、保健医療サービスへのアクセス改善のための医療施設整備、保

健分野に係る財政支援等を行っている。

2）他ドナー等の援助活動

本プロジェクトは仏政府他が支援する IPL と共同研究を行うものである。

４．協力の枠組み

（1）協力概要

1）プロジェクト目標と指標

プロジェクト目標：開発されたマラリア、メコン住血吸虫症及びタイ肝吸虫症の遺伝疫

学的診断方法に基づく研究成果が、その対策等、行政サービスに反映される。

指標 1：�疾病ごとのリスク・マップが作成され、保健省感染症対策局等の関係部署と共

有される。

指標 2： 研究成果に基づいた疾病ごとの対応方針が考案され、保健省感染症対策局等の

関係部署と共有される。

2）成果

成果 1： マラリア、メコン住血吸虫症及びタイ肝吸虫症のより簡便で精度の高い診断法

（PCR 法・LAMP 法等）が開発・普及される。

成果 2： マラリア、メコン住血吸虫症及びタイ肝吸虫症の病原体とベクター（媒介者）

の集団としての遺伝子構造の時間的・地理的変化をモニタリングされる。

成果 3： マラリアの薬剤耐性の出現と拡散のメカニズムが分析される。

成果 4： 開発された診断方法によるマラリア、メコン住血吸虫症及びタイ肝吸虫症のサー

ベイランスに基づき、地域の行政機関とともに住民教育が強化され、流行の監

視が実施される。

成果 5： ラオスの研究者及び行政官のマラリア及び寄生虫感染対策に関する能力が強化

される。
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５．前提条件・外部条件（リスク・コントロール）

（1）前提条件

1）IPL の運営が継続的に行われる。

2）C/P の適切な配置が行われる。

3）関係機関間の連携が調整される。

（2）外部条件

1 ）共同研究を行う研究者及び研修を受けた行政官及び研究者がプロジェクトの活動や成果

に影響するほど頻繁に異動しない。

６．評価結果

本プロジェクトは、ラオスの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、

また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。

７．過去の類似案件の教訓と本プロジェクトへの活用

（1）類似案件の評価結果

ザンビア共和国「結核及びトリパノソーマ症の診断法と治療薬開発プロジェクト

（SATREPS）」では、C/P の研究者が何らかの日常業務を有している場合、プロジェクトの研

究活動に必要なコミットメントが得られるか、詳細計画策定調査時もしくはその前に十分な

確認を行っておく必要があるとの教訓が得られた。

（2）本プロジェクトへの教訓

本プロジェクトでは、IPL の組織規程及び財源に関する情報を基に、C/P となる研究者の

雇用の十分な確保及び他研究への関与の度合いについて詳細計画策定調査時に確認し、ラオ

ス側研究者の同研究への継続的関与が可能と判断した。

８．今後の評価計画

（1）今後の評価に用いる主な指標

上記４．（1）のとおり。

（2）今後の評価計画

2016 年 11 月頃  中間レビュー

2018 年 10 月頃  終了時評価

以上
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第１章　詳細計画策定調査の概要

１－１　背景

ラオス人民民主共和国（以下、「ラオス」と記す）では、マラリア、メコン住血吸虫症、タイ

肝吸虫症等の寄生虫感染症が人々に甚大な健康被害をもたらし、ひいてはラオスの社会経済の負

担となっている。ラオス政府はこれら寄生虫感染症対策のため 5 カ年計画を立てるなど対策に乗

り出しているが、保健省（Ministry of Health：MOH）では、より効果的な対策を講じるためには

遺伝疫学的研究による流行地域の精確な把握と流行の拡散防止が必要としている。

特にマラリアに関しては、ラオスは世界的に最も高度な薬剤耐性マラリア流行地域であるカン

ボジア、タイ、ミャンマーに隣接している。今後メコン川流域の経済圏が更に発展し、人・物の

移動が活発化することが予想されることから、同地域の薬剤耐性マラリアの出現をモニターし拡

散を封じこめるための、調査・研究が喫緊の課題となっている。また、メコン住血吸虫症及びタ

イ肝吸虫症は流行地域が限定されていることなどから、顧みられない熱帯病（Neglected Tropical 
Diseases：NTD）の 1 つとされている。メコン住血吸虫症は、現在の検査方法に時間がかかり流

行地域での大規模な検査が困難であるため、簡易な検査方法が求められている。タイ肝吸虫症は、

ラオスの罹患率は 15％にのぼると推定され、治療せずに放置すると胆管ガンの原因になること

が知られているが、現在のところ全国レベルでの適切な対策はとられていない。

かかる状況の下、ラオス政府より、上記 3 つの寄生虫感染症に関し、科学的知見に基づく流行

拡散制御と効果的な対策を講じるため、遺伝子診断技術を開発し、同技術を応用して精確な流行

分布を把握することを目的として、「マラリア及び重要寄生虫症の流行拡散制御に向けた遺伝疫

学による革新的技術開発研究プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」と記す）に関する地球規

模課題対応国際科学技術協力事業（以下、「SATREPS」と記す）として、ラオス国立パスツール

研究所（Pasteur Institute of Laos：IPL）と独立行政法人国立国際医療研究センター（National Center 
for Global Health and Medicine：NCGM）による共同研究協力の要請があった。また、共同研究を

通じ、ラオスの若手研究者の人材育成を行い、ラオスの科学水準の向上に貢献することが期待さ

れている。

１－２　調査目的

（1 ）ラオス側からの要請を踏まえ、プロジェクト・デザイン〔プロジェクト目標、投入、実施

体制、Project Design Matrix（PDM）、Plan of Operations（PO）等〕及び関係機関の役割分担（負

担事項含む）に関し、ラオス側関係者と協議し、合意する。

（2 ）合意した事項をミニッツとして取りまとめ、日本・ラオス国側双方で署名交換する。

（3 ）評価 5 項目に基づき、事前評価表案を策定する。

１－３　調査事項

（1）ラオスの開発・保健計画や政策における本プロジェクトの位置づけの確認

（2）ラオスにおけるマラリアを含む寄生虫症研究・対策の現状の確認

（3）他ドナー・援助機関・研究機関のマラリアを含む寄生虫症研究・対策の動向の確認

（4 ）ラオス、IPL 研究所及び関係機関の実施体制（組織・予算・人員）の調査・確認

（5 ）要請内容の確認とプロジェクト・デザイン（プロジェクト目標、投入、実施体制、PDM、
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PO 等）の確認

（6）機材リストの妥当性及び調達手続きの確認

（7）本研究により育成されたラオス側研究機関の人材の持続的活用の検討状況の確認

（8）本研究成果を活用したマラリアを含む寄生虫症対策の検討状況の確認

（9）検体の持ち出し等、研究の実施に必要な行政手続きの確認

（10）地方における検体採取のための実施体制の確認

（11）SATREPS のコンセプト・目的・実施方法に関するラオス側関係者への説明

（12）プロジェクトを実施するための先方負担事項の確認

（13）今後のスケジュールの確認

１－４　調査団構成

担当分野 氏　名 所　属 期　間

総括 / 団長 金井　要 JICA 人間開発部

技術審議役

11 月 17 日～ 28 日

日本側研究者 狩野　繁之 国立国際医療研究センター研究所

熱帯医学・マラリア研究部部長

11 月 19 日～ 28 日

日本側研究者 仲佐　保 国立国際医療研究センター

国際医療協力局国際派遣センター長

11 月 21 日～ 28 日

研究主幹 倉田　毅 科学技術振興機構研究主幹

国際医療福祉大学塩谷病院教授

11 月 20 日～ 23 日

調査員 佐藤　優子 科学技術振興機構

地球規模課題国際協力室調査員

11 月 19 日～ 28 日

評価分析 樫葉　由美子 有限会社エクシディア

コンサルタント

11 月 10 日～ 28 日

協力企画 大井　綾子 JICA 人間開発部保健第三課

調査役

11 月 17 日～ 28 日

１－５　調査日程

現地調査は 2013 年 11 月 10 日から 11 月 28 日までの期間で実施された。調査日程の概要は、

以下のとおりである。

月　日 団　員 視察 / 協議先、活動

11 月 10 日（日） 樫葉コンサルタント 移動

11 月 11 日（月） 樫葉コンサルタント 11：00　JICA ラオス事務所

14：00　保健省官房局

14：50　保健政策・国際協力局

11 月 12 日（火） 樫葉コンサルタント 9：00　保健省感染症コントロール局

14：00　マラリア・寄生虫・昆虫学センター（CMPE）
17：00　WHO
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11 月 13 日（水） 樫葉コンサルタント 10：00　IPL
14：00　在ラオスフランス大使館

15：10　ルクセンブルグ開発援助庁

11 月 14 日（木） 樫葉コンサルタント 10：30　Lao Oxford Mahosot Welcome Trust Research Unit
14：30　University of Health Science

11 月 15 日（金） 樫葉コンサルタント 9：00　Francophone Institute of Tropical Medicine

11 月 16 日（土） 樫葉コンサルタント 報告書作成

11 月 17 日（日） 金井団長、大井協力

企画、樫葉コンサル

タント

移動

11 月 18 日（月） 金井団長、大井協力

企画、樫葉コンサル

タント

9：00　サバナケット県 CMPE
14：00　サバナケット県保健局

11 月 19 日（火） 金井団長、大井協力

企画、狩野部長、佐

藤調査員、樫葉コン

サルタント

移動

11 月 20 日（水） 金井団長、大井協力

企画、狩野部長、倉

田研究主幹、佐藤調

査員、樫葉コンサル

タント

9：00　団内協議

14：00　保健省官房局

11 月 21 日（木） 全員 9：00　IPL
14：00　国立公衆衛生研究所

15：00　CMPE
17：30　IPL

11 月 22 日（金） 全員 8：30　保健省ヘルス・ケア局

11：15　JICA ラオス事務所

団内協議、ミニッツ案作成

11 月 23 日（土） 金井団長、大井協力

企画、狩野部長、仲

佐センター長、佐藤

調査員、樫葉コンサ

ルタント

団内協議、報告書作成

11 月 24 日（日） 金井団長、大井協力

企画、狩野部長、仲

佐センター長、佐藤

調査員、樫葉コンサ

ルタント

団内協議、報告書作成
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11 月 25 日（月） 金井団長、大井協力

企画、狩野部長、仲

佐センター長、佐藤

調査員、樫葉コンサ

ルタント

9：00　IPL、CMPE
14：00　保健省官房局他

11 月 26 日（火） 金井団長、大井協力

企画、狩野部長、仲

佐センター長、佐藤

調査員、樫葉コンサ

ルタント

団内協議

14：00　保健省研修研究局

11 月 27 日（水） 金井団長、大井協力

企画、狩野部長、仲

佐センター長、佐藤

調査員、樫葉コンサ

ルタント

10：00　ミニッツ署名式

14：00　在ラオス日本大使館報告

18：00　JICA ラオス事務所報告

移動

11 月 28 日（木） 金井団長、大井協力

企画、狩野部長、仲

佐センター長、佐藤

調査員、樫葉コンサ

ルタント

移動
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第２章　事業の背景

２－１　当該セクターの現状と課題

（1）マラリア

ラオスにおける、2012 年のマラリア発生率は、人口 1,000 人当たり 2.7、マラリアによる

死亡率は、人口 10 万人当たり 0.31
、医療施設におけるマラリアによる死亡例は 17 件であっ

た
2
。 2000 年から 2011 年のマラリア発生率は 75％減少したと報告され、WHO によればラオ

スのマラリア感染は、制御過程にあるとされている
3
。このようなマラリア感染の減少は、主

に世界エイズ・結核・マラリア対策基金（Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria：
GFATM）等のドナー支援により、殺虫剤処理済蚊帳の大量配布と教育活動による予防活動、

住民ボランティアを活用し、村レベルまで拡大した迅速診断検査、アルテミシニン薬を併用

したアルテミシニン誘導体多剤併用療法（Artemisinin-Based Combination Therapy：ACT）の普

及による診断・治療活動の推進にあるといえる。

しかしながら、人口の 60％（340 万人）が、いまだマラリア感染の危険にあり、36％は高

感染のリスクにある。マラリア原虫種は、熱帯熱マラリアが 93％、三日熱マラリアが 7％で

ある
4
。感染の危険は地域差が大きく、2008 年 12 月から 2009 年 1 月に実施された調査で、南

部のアタプー、チャンパサック、セコン、サラバン県、中部のサバナケット県の特に僻地、

山間地、森林地帯で、全国平均より高い感染率が報告されており、2008 年におけるマラリ

アの 90％が、これら 5 県で発生している。そのため現在マラリア対策は、感染率が高い南

東部の県に集中して行われている。また、2011 年 12 月に、南部県でマラリアの流行が発生

しているが、近年この地域の国境地帯では、水力発電ダムやゴムのプランテーション等の大

規模な開発事業や木材の違法伐採等により、近隣国、あるいはラオス国内からの労働者の流

入がみられ、マラリア蚊の生態への影響が生じていると考えられている
5、6
。

（2）薬剤耐性マラリア

現在、アルテミシニン薬を併用した ACT は、他国同様ラオスにおいても、熱帯熱マラリ

アの第一選択治療法となっている。しかしながら、2008 年カンボジアにおいて、これまで

耐性が確認されていなかったアルテミシニンの耐性が報告され、現在、タイ、ベトナム、ミャ

ンマーでも耐性が確認されている。ラオスは、これらの諸国と国境を接し、物流等の経済活

動においても、近隣諸国との人の往来が盛んであるため、同国のアルテミシニン耐性マラリ

アの存在が懸念されている。また、労働移民が持参する質の悪い抗マラリア薬及び模造薬が、

薬剤耐性を増長している恐れがあり、WHO、GFATM 等のドナー機関もメコン地域でのアル

1
　 CMPE (Center for Malariology, Parasitology and Entomology) データ、The Government of Lao PRR and the United Nations (September 
2013) “The Millennium Development Goals Progress Report for the Lao PDR 2013” (http://www.undp.org/content/lao_pdr/en/home/library/
mdg/mdgs-progress-report-lao-pdr-2013) 

2
　 CMPE デ ー タ、GFATM (14 May 2012) “Transitional Funding Mechanism-Single Country Application: Section 1-2” (http://portfolio.
theglobalfund.org/fr/Country/Index/LAO)

3
　 WHO (2012) “World Malaria Report 2012” (http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2012/report/en/index.html)

4
　 WHO (2012) “World Malaria Report 2012” 

5
　  The Government of Lao PDR and the United Nations (September 2013) “The Millennium Development Goals Progress Report for the Lao 
PDR 2013”

6
　 MOH, Lao PDR (10 October 2011) “National Strategic Plan for Malaria Control and Pre-Elimination（2011-2015）” 
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テミシニン耐性マラリアのサーベイランス、模造薬、殺虫剤耐性のモニタリング等の地域的

取り組みを強化している。ラオスにおいて、アルテミシニン薬に対する耐性マラリアは現在

のところ確認されていないが、薬剤耐性を引き起こすマラリア原虫の遺伝子変異の解明によ

り、耐性マラリアの発生地、拡散・分布状況等を明らかにし、今後の効果的マラリア対策実

施に寄与する研究の実施が求められている
7、8、9

。

（3）タイ肝吸虫症、メコン住血吸虫症

マラリアとともに、本プロジェクトで対象となっているタイ肝吸虫症、メコン住血吸虫症

は顧みられない熱帯病（NTD）であり、ラオスにおいても深刻な健康被害をもたらす重要な

寄生虫疾患である。タイ肝吸虫症は、タイ肝吸虫メタセルカリアをもった淡水魚を生で食す

ることによって感染が起こり、全国レベルで感染がみられるが、特にボーリカムサイ県以南

の地域で感染率が 20％以上と高くなっている。推定 170 万人、国民の 3 分の 1 が、タイ肝

吸虫症に感染しているといわれ、肝臓疾患に加え、感染者の多くが、胆管ガン及び胆嚢ガ

ンを発症する危険がある
10
。2010 年に、保健省のマラリア・寄生虫・昆虫学センター（Centre 

for Malariology, Parasitology and Entomology：CMPE）が行った調査では、メコン川の小魚の

72％がタイ肝吸虫の感染幼虫を有していたと報告されているが、感染の実態は十分に明らか

になっていない。患者の多くは、衛生環境の整っていない貧困地域に住み、診断・治療を受

ける機会も少ない。また政府による集団投薬等の対策も、予算不足により十分にとられてい

ないのが現状である
11
。

一方、メコン住血吸虫症の感染は地域的に限定されており、メコン川に生息する中間宿主

である淡水産巻貝（Neotricula aperta）に寄生するミラシジウム（幼生）が、経皮的に感染す

る水系感染寄生虫である。主にチャンパサック県のコーン郡及びムーンラパモーク郡を中心

にみられる風土病であるが、その他の地域へ感染が拡大している恐れもあるといわれてい

る。WHO の推定によれば、11 万人以上が感染の危険にある。致死率は低いが、慢性病とな

り、腹痛、下痢、血便、貧血等の症状がみられ、進行すると肝腫大や脾腫大が起こること

もある
12
。メコン住血吸虫症の対策が始められたのは、1988 年になってからであるが、対策

前のコーン郡における 30 村の学童対象の調査で、感染率は平均 42.2％であった。集団投薬、

教育活動の実施により感染率は、1994 年の評価対象 14 村落で、平均で 0.4％以下となった。

しかしながら、その後継続的な対策がとられてこなかったため、2006 年には対策開始前の

レベルに感染率が増加した。その後の対策により、2010 年には感染率は、再び 1.7％にまで

減少したと報告されているが、衛生状況の改善が達成できるまで、対策を中断した場合には、

7
　 The Government of Lao PDR and the United Nations (September 2013) “The Millennium Development Goals Progress Report for the Lao 
PDR 2013” 

8
　 WHO (2012) “World Malaria Report 2012”

9
　 WHO (2013) “Emergency Response to Artemisinin Resistance in the Greater Mekong Subregion” (http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/79940/1/9789241505321_eng.pdf)

10
　 The United Nations in the Lao PDR (2012) “Country Analysis Report: Lao People’s Democratic Republic-Analysis to inform the selection 

of priorities for the next UN Development Assistance Framework (UNDAF) 2012-2015” (http://www.undp.org/content/dam/laopdr/docs/
Legal%20Framework/UNDP_LA_CAR_2012_2015.pdf)

11
　 MOH, Lao PDR “National Action Plan For Neglected Tropical Diseases (2013-2017)” （作成中）

12
　 MOH, Lao PDR “National Action Plan For Neglected Tropical Diseases (2013-2017)” （作成中）
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数年で感染が再流行することが懸念されている
13、14

。 メコン住血吸虫症の感染率の高いコー

ン郡、最近、感染の可能性が報告されたビエンチャン近郊のバンビエン等は、観光地として

外国人が訪問することも多く、住民の健康改善に加え、経済的な側面からも政府の対応が望

まれる。

今後、タイ肝吸虫症、メコン住血吸虫症の診断、治療を含めたより効果的な対策を推進す

るため、従来の顕微鏡検査方法に加え、より簡便、精確で特異性の高い DNA 診断技術の開

発と、中間宿主淡水魚（タイ肝吸虫）、中間宿主貝（メコン住血吸虫）の感染率や分布状況

に関する疫学的状況、病原体の起源や遺伝的特徴を把握する研究が求められている。

２－２　関連政策・計画

2003 年 に 策 定 さ れ た「国 家 成 長・ 貧 困 削 減 戦 略（National Growth and Poverty Eradication 
Strategy：NGPES）」は、2020 年までに後発開発途上国（Least Developed Countries：LDC）からの

脱却を図るラオスの長期的開発計画の指針となるものであるが、保健セクターは、そのなかで

持続的経済成長、貧困削減のための重点分野の 1 つと位置づけられている
15
。本プロジェクトは、

マラリア及び重要寄生虫症であるタイ肝吸虫症、メコン住血吸虫症を対象とした遺伝疫学研究

により、これらの疾病の拡散監視体制の構築をめざすものであるが、NGPES においては、保健

セクターの課題の 1 つとして、マラリア、デング熱、結核等の感染症の予防と制御の必要性が

述べられている。さらに、現行の「第 7 次国家社会経済開発 5 カ年計画（National Socio-Economic 
Development Plan：NESDP）（2011 ～ 2015 年）」は、NGPES の戦略計画に沿って策定されたもの

であり、本計画では、保健セクターにおける取り組みとして、特に僻地における保健サービスの

拡大と中央及び県病院のサービスの質を改善し、MDGs の達成に力をいれていく方針が示されて

いる。マラリアに関しては、2015 年までに MDGs（マラリア罹患率 0.6/1,000 人、マラリア関連

死 0.2/10 万人）を達成することが揚げられている
16、17

。現在、上記 NGPES、NESDP に基づき、「第

7 次国家保健セクター開発 5 カ年計画（National Health Sector Development Plan：NHSDP）（2011 ～

2015 年）」が実施されているが、そのなかでも、MDGs 達成のため、マラリア等の寄生虫による

感染症制御が重点プログラムの 1 つとなっている。また、NHSDP の 6 つの戦略計画のうち研究

活動の推進は優先分野の 1 つとして挙げられている
18
。

マラリア対策としては、「国家マラリア対策・制圧先制計画（National Strategic Plan for Malaria 
Control and Elimination：NSPMCE）（2011 ～ 2015 年）」が策定されており、流行地及び主要なリス

クグループにターゲットを絞った介入が行われている。また近隣諸国からの流入が懸念される薬

剤耐性マラリアについても、取り組むべき緊急課題として、モニタリング、サーベイランス、研

13
　 中村哲（2007）「メコン流域における水と感染症 4- メコン流域の風土病：ラオスのメコン住血吸虫症」；モダンメディア 53 巻 8
号 2007［水中の健康関連微生物シリーズ］217（p23-33）(http://www.eiken.co.jp/modern_media/backnumber/pdf/MM0708-04.pdf)

14
　 MOH, Lao PRD “National Action Plan For Neglected Tropical Diseases (2013-2017)”（作成中）

15
　 The Government of Lao PDR (June 2004) “National Growth and Poverty Eradication Strategy (NGPES)” (http://www.imf.org/external/pubs/

ft/scr/2004/cr04393.pdf) 
16

　 Ministry of Planning and Investment, Lao PDR (7 October 2011) “The Seventh Five-year National Socio-Economic Development Plan (2011-
2015)” (http://www.wpro.who.int/countries/lao/LAO20112015.pdf)

17
　 The Government of Lao PDR and the United Nations (September 2013) “The Millennium Development Goals Progress Report for the Lao 
PDR 2013” (http://www.undp.org/content/lao_pdr/en/home/library/mdg/mdgs-progress-report-lao-pdr-2013)

18
　 Ministry of Health, Lao PDR (10 October 2011) “The VIIth Five- Year Health Sector Development Plan (2011-2015)” (http://www.wpro.who.
int/health_services/lao_pdr_nationalhealthplan.pdf)
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究活動を強化する方針である
19
。タイ肝吸虫症、メコン住血吸虫症対策については、「国家 NTD 行

動計画（2013 ～ 2017 年）」（ドラフト作成中）において、重要疾患として認識されており、サー

ベイランス、研究を含む疾病別戦略及び感染撲滅のためのロードマップが示されており、今後本

戦略計画に基づき対策を強化する方針となっている。

上述のように、本プロジェクトはラオスの国家開発政策、保健セクター政策の課題に合致し、

同国のマラリア及び重要寄生虫症の対策強化、更に MDGs の達成にも寄与するものである。

２－３　わが国及び JICA の協力実績

わが国の対ラオス国別援助方針における援助の基本方針は、「MDGs 達成及び LDC からの脱

却への支援」である。そのなかで「保健医療サービスの改善」が、4 つの重点分野の 1 つとして

挙げられており、保健分野における MDGs 達成のため、母子保健分野を中心に、医療人材育成、

保健医療サービスへのアクセス改善のための医療施設整備を中心とする保健システム強化に資す

る支援を行っている
20、21

。また、わが国の感染症対策への取り組みとしては、2000 年 7 月の九州・

沖縄サミットの際に、「沖縄感染症対策イニシアティブ」を発表し、マラリア・寄生虫対策を含

む個別の感染症対策、研究ネットワークの構築等を政府開発援助（ODA）によって、包括的に

支援していくことを表明している。さらに、2010 年 9 月に開催された「ミレニアム開発目標サ

ミット」において、わが国が発表した「国際保健政策（2011 ～ 2015 年）」
22
にて、「人間の安全保

障」の実現を通じた MDGs 達成のため、その課題解決に焦点を当てた効果的・効率的な支援を

実践することが掲げられている。本政策において、マラリアに関しては、MDG6 の達成のため、

GFATM を通じた効果的な保健施策を拡大するとともに、二国間支援を活用した保健システム強

化や母子保健との統合的取り組みを推進すると述べられている。また対策が遅れている NTD 対

策への支援も継続することが表明されている。

２－４　他ドナー及び援助機関による協力実績

（1）マラリア及び薬剤耐性マラリア

マラリア対策については、GFATM が主要な支援を行っており、2002 年から 2012 年にか

けて、1 億 2,000 万米ドル以上を供与している。現在は、暫定資金拠出メカニズム（Transitional 
Funding Mechanism：TFM）（July 2013-June 2015）（約 700 万米ドル）により支援を行っている

が
23
、支援のプライオリティは、“Life Saving”に関するものに限定されており、予防、診断、

治療に関する活動及び医療機関のスタッフの対応能力強化に係る活動が支援対象となって

いる。そのためマラリア感染の流行が発生した場合等の対応ができないという制約がある。

WHO は、マラリア対策へのテクニカル支援を行うほか、現在のところ南部の 5 県を対象に、

毎年 1 県ごと、抗マラリア薬の有効性調査等を行っている。またラオスを含む世界アルテミ

19
　 Ministry of Health, Lao PDR (10 October 2011) “National Strategic Plan for Malaria Control and Pre-Elimination (2011-2015)”

20
　  外務省（平成 24 年 4 月）「対ラオス人民民主共和国 国別援助方針」 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/hoshin/pdfs/laos.pdf)
21

　  外務省（平成 25 年 6 月）「対ラオス人民民主共和国事業展開計画」 
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/houshin/pdfs/laos-2.pdf)

22
　 日本政府（2010 年 6 月）「国際保健政策 2011-2015」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs/pdfs/hea_pol_ful_jp.pdf)

23
　 GFATM (14 May 2012) “Transitional Funding Mechanism-Single Country Application: Section 1-2” 
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シニン耐性制御計画（Global Plan for Artemisinin Resistance Containment：GPARC）24
の地域枠組

みにおいて、抗マラリア薬の品質モニタリングを実施している
25
。米国政府は、現行（2013

年）の大統領マラリアイニシアティブ（President’s Malaria Initiative：PMI）によるラオスを含

むメコン地域プログラムにより、アルテミシニン耐性マラリアのサーベイランス、抗マラリ

ア薬の質のモニタリングに重点をおいた支援を行っている。また、2011 ～ 2012 年の中部及

び南部地域のマラリア流行時、GFATM の枠組みでは行うことができない緊急支援対応を行っ

た
26
。

関連研究としては、マホソト病院内に研究所をもつ Lao Oxford Mahidol Welcome Trust 
Research Unit（LOMWTRU）

27
が、現在、英国国際開発省（DfID）からの支援により、アルテ

ミシニン耐性監視協力（Tracking Resistance to Artemisinin Collaboration：TRAC）28
活動の一環と

して、南部県において、分子マーカーによるアルテミシニン耐性をもつ熱帯熱マラリアの存

在の有無を調査している。また、フランスは、マラリア蚊の殺虫剤に対する耐性の調査及び

医学昆虫学における人材の能力強化を目的とする、ラオス国立パスツール研究所（IPL）に

おける 3 年間のプロジェクト（84 万ユーロ）を 2013 年 6 月から支援している。

（2）タイ肝吸虫症、メコン住血吸虫症

WHO が戦略計画策定及び予防、治療、啓発活動等への技術支援を行うほか、日本、ドイ

ツ、韓国、フランス等の研究機関、大学、NGO 等が、保健省（CMPE、NIOPH 29
）、県担当

局、保健科学大学（University of Health and Sciences）等との連携の下、標本調査及び教育活動、

投薬治療を行っている実績があるが、マラリア等の国家プログラムと比較して、大規模かつ

継続的なドナー支援は行われていない
30
。

24
　 GPARC-Global Plan for Artemisinin Resistance Containment

25
　 GFATM (14 May 2012) “Transitional Funding Mechanism-Single Country Application: Section 1-2” 

26
　 USAID (2013) “President’s Malaria Initiative, Greater Mekong Sub-Region Malaria Operational Plan FY 2013” (http://pmi.gov/countries/
mops/fy13/mekong_mop_fy13.pdf) 

27
　 LOMWTRU は、主に英国のウェルカムトラストが支援を行う独立研究機関であるが、保健省及びマホソト病院との MOU を結ん

でおり、スタッフの半数は保健省の所属である。
28

　 TRAC は、DfID の支援により 2011 年 1 月に開始した 3 年間の研究プロジェクトであり、アジアを主とした 15 カ所を対象に、

ACT に対する耐性を臨床、分子、薬物動態、社会経済の側面から調査している。
29

　 NIOPH-National Institute of Public Health（国立公衆衛生研究所）
30

　  WHO (2011) “WHO Country Cooperation Strategy for the Lao People’s Democratic Republic 2012- 2015”
(http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccs_lao_en.pdf)
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第３章　事業の概要

３－１　事業の枠組み

（1）プロジェクト目標

＜プロジェクト目標＞

開発されたマラリア、メコン住血吸虫症及びタイ肝吸虫症の遺伝疫学的診断方法に基づく研

究成果が、その対策等、行政サービスに反映される。

＜指標＞

1．疾病ごとのリスク・マップが作成され、保健省感染症対策局等の関係部署と共有される。

2 ．研究成果に基づいた疾病ごとの対応方針が考案され、保健省感染症対策局等の関係部署と

共有される。

（2）成果及び活動

1）成果 1：マラリア、メコン住血吸虫症及びタイ肝吸虫症のより簡便で精度の高い診断法

（PCR 法・LAMP 法等）が開発・普及される。

＜指標＞

1．開発したマラリアの診断法の感受性、特異性がともに 90％以上。

2．�開発したメコン住血吸虫の遺伝子診断法で、対象地域の中間宿主貝の検体、並びに患者

検体（糞便）の 80％で診断が行われる。

3．�開発したタイ肝吸虫の遺伝子診断法が、対象地域のタイ肝吸虫症患者の補助診断法とし

て IPL ですべての診断に適用される。

4．5 年間で 5 報以上、学術誌に研究に関する論文発表を行う。

＜活動＞

1-1．IPL の研究環境を整備する。

1-2-1．患者の検出と原虫（血液）/ 虫卵（糞便）の採取方法を強化する。

1-2-2．1-2-1 の検体より、虫体の分離と DNA の抽出・取得を行う。

1-3-1．メコン住血吸虫媒介貝（中間宿主）、タイ肝吸虫媒介貝（第一中間宿主）、媒介淡水

魚（第二中間宿主）を採取する。

1-3-2．メコン住血吸虫媒介貝（中間宿主）、タイ肝吸虫媒介貝（第一中間宿主）、媒介淡水

魚（第二中間宿主）からの虫体の分離と DNA の抽出・取得する。

1-4．それぞれの病原体の遺伝子に特異的なプライマーを設計し、PCR 法・LAMP 法の遺伝

子増幅条件を確定する。

1-5．開発できた技術の報告を行う（学会発表、論文発表、知財等）。

2 ）成果 2：マラリア、メコン住血吸虫症及びタイ肝吸虫症の病原体とベクター（媒介者）

の集団としての遺伝子構造の時間的・地理的変化がモニタリングされる。

＜指標＞

1．マイクロサテライトマーカーを用いた eBURST diagram が経時的に作成される。

※  eBURST diagram：複数座位の分子マーカー（DNA の単塩基置換やマイクロサテライト DNA など）
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に基づく遺伝子型について、それらの集団間の進化的な由来（系統）を示す図。

2．5 年間で 2 報以上、学術誌に研究に関する論文発表を行う。

＜活動＞

2-1．保健省の既存のデータ（マラリア、メコン住血吸虫症、タイ肝吸虫症）の収集と分析。

2-2．対象地域における県、郡の保健省のデータ収集システムを評価する。

2-3．分子系統解析の手法を活用して、収集蓄積した病原体の集団遺伝学的分析を行う。

2-3-1．マイクロサテライトマーカーを用いた eBurst diagram を経時的に作成する。

2-3-2．クラスター解析による病原体の集団構造の変化を分析する。

※ クラスター解析：ベイズの確率論モデルに基づき、複数座位の分子マーカーを用いて遺伝的な集団

構造を推定する解析手法。

2-4．得られた科学的根拠をもって分子疫学的に流行の決定因子や拡散因子を解明し、報告・

発表を行う。

3）成果 3：マラリアの薬剤耐性の出現と拡散のメカニズムが分析される。

＜指標＞

1．2 つ以上の薬剤耐性マーカーが解明される。

2 ．薬剤耐性の出現と拡散に関する研究成果が、5年間のうちに 1報以上、学術誌に掲載される。

＜活動＞

3-1．クロロキン耐性責任遺伝子 pfcrt の変異とそのアミノ酸の配列、並びに同遺伝子の近傍

マイクロサテライトマーカーの変異を解析する。

3-2．既報の多剤耐性責任遺伝子の変異の分布を解析し、ラオスに特有な薬剤耐性マラリア

の分布状況を解明する。

3-3．アルテミシニン耐性のメカニズム解明のため、マーカー遺伝子を探索し、その機能の

解明を行う。

4）成果 4：開発された診断方法によるマラリア、メコン住血吸虫症及びタイ肝吸虫症のサー

ベイランスに基づき、地域の行政機関とともに住民教育が強化され、流行の監視が実施さ

れる。

＜指標＞

1．マラリア及びタイ肝吸虫症について、対象地域での顕微鏡陽性率（Slide Positivity Rate：
SPR）と遺伝子検査陽性率との一致率が 90％以上。メコン住血吸虫症は 80％以上。

2．3 疾患の予防に関する住民教育の教材が考案され、地域の行政機関に提出される。

＜活動＞

4-1．上記、活動 1で開発された PCR 法・LAMP 法をフィールドステーションに導入し、既

存の顕微鏡による検査法との比較を行う。

4-2．上記検査方法に基づき、適切な対応と治療に関し、保健省に対し助言を行う。

4-3．感染予防のための社会的アプローチを考察し、住民への教育活動を提案する。

5）成果 5：ラオスの研究者及び行政官のマラリア及び寄生虫感染対策に関する能力が強化

される。
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＜指標＞

1．ラオス人研究者に対し、マラリア及び寄生虫症対策に関する基礎研修が年に 1 度実施さ

れる。

2．ラオス人研究者が主となる研究成果の発表あるいは学術誌への論分掲載が 5 年 5 報以上

行われる。

3．ラオス国家保健研究フォーラム（LNHRF）において、関係研究者及び行政官の活動の報

告が毎年行われる。

※ LNHRF：NIOPH と“ラオス国・日本ヘルスリサーチコンソーシアム”との共催により、2007 年より年 1
回開催され、政策指導者や研究者によるラオスにおける健康問題を討議する場。

＜活動＞

5-1．共同研究計画に沿って、IPL の研究員に研究指導を行い、共同研究を行う。

5-2．ラオス人研究員を NCGM に招へいし、共同研究を行う。

5-3．ラオスにおいてラオス人研究者・技術者に対し、基礎生物学から最先端の分子遺伝疫

学に関するシリーズ化した研修を提供する。

5-4．CMPE を中心とする保健省行政官に対し保健政策及び戦略策定の能力強化を図る研修

を企画・実施する。

5-5．LNHRF で、研究結果等を発信するためのワークショップを開催する。

３－２　実施体制

プロジェクトの実施体制としては、ラオス国立 IPL を拠点として科学局（Scientific Department）
の寄生虫学部門の研究者とともに研究を行う。同研究所におけるラオス人研究員は少人数である

ものの、本 SATREPS 専属の研究員が 2 名確保できている。研究員は若く、研究経験がほとんど

ないため、本研究を通じた能力強化が期待される。なお、IPL はもともとフランス・パスツール

研究所の支援により設立され、現在はフランスのほか、ルクセンブルグ等の研究資金・研究員が

配置されているが、IPL の理事会（Board of Directors）には、ラオス保健大臣、ラオス化学技術大

臣等がメンバーとなっている。調査中にヒアリングしたダラロイ名誉理事長（前保健大臣）も、

将来的には保健省として同研究所の研究予算を増やしていきたい意向を示した。

フィールドでの検体採取を行う際には、CMPE からの承認・協力が必要である。これまでも日

本側研究機関は CMPE と協力して検体採取を行っていることから、既に協力体制ができており、

対象地域の CMPE も本プロジェクトを理解し、協力する用意があることを確認した。

プロジェクト・ディレクターは、保健省より保健省研修研究局長が任命された。（注：ただし、

調査後、CMPE が本研究の対象疾患に係る行政を扱っていることから、マラリアの専門家でもある CMPE

所長がプロジェクト・ディレクターに適任であるとして保健省より任命された。）

合同調整委員会（JCC）のメンバーには、プロジェクト・ディレクター（保健省）、プロジェクト・

マネジャー（IPL）、CMPE 代表、日本側研究代表者、プロジェクト業務調整員のほか、保健省の

関係部局の代表、JICA ラオス事務所を含めるものとした。

－ 12 －



 
図－１　プロジェクトの実施体制図

３－３　実施上の留意点

（1）IPL 及び CMPE の経費負担

IPL に対しては、JICA の技術協力及び SATREPS のコンセプトについて説明し、JICA 側で

負担できる経費について理解を得たが、先方の希望によりミニッツへの明記は行わなかっ

た。プロジェクト開始後は、業務調整員と IPL とで、支払い項目及び方法の詳細について調

整しながら進めていくことになる。CMPE については、日本側研究機関との協力体制が既に

構築できていることが確認されたが、本研究に必要な活動について経費を手当てする必要が

ある。

（2）機材リストの妥当性

供与機材リストとして取りまとめた機材は、IPL で自立的かつ持続的使用が可能であるこ

とが確認された。他方、CMPE と行うフィールド調査に必要な機材については、改めて確認

して追記する必要がある。

（4）類似研究の動向及び本研究への影響

マホソット病院内でオックスフォード大学が薬剤耐性マラリアの研究を実施している。熱

帯熱マラリア原虫に対するクロロキン等への耐性と、アルテミシニンベースの ACT の有効

性を確認したことで、保健省は合併症のない熱帯熱マラリアに対する抗マラリア薬をクロロ

キンから ACT に移行する政策をとることを決めた。本プロジェクトは遺伝子解析を行う機

材をラオスに備えることで、研究を優位に進められることが見込まれるものの、類似研究が

行われていることから、その進捗状況等、今後も注視していく必要がある。
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第４章　事前評価結果

４－１　総括

本プロジェクトは、ラオスの開発政策及び保健セクター戦略における優先度、疾病対策に対す

るニーズ、日本の援助政策と十分合致しており、また計画の適切性が認められることから、実施

の意義は高い。

４－２　妥当性

本プロジェクトは、以下の理由により、妥当性は極めて高いと判断される。

（1）ラオスのニーズとの整合性

本プロジェクトでは、マラリア、タイ肝吸虫症、メコン住血吸虫症の 3 疾病が研究対象と

なっているが、マラリアについては、感染率、死亡率とも減少している。しかしながら、い

まだ人口の 60％にあたる国民がマラリア感染のリスクにあり、南部国境地域における近年

の開発事業や労働移民の流入等により、環境及び生態系の変化が起こりマラリアの流行が起

こるなど、現在でもその対策に警戒が必要である。さらに 2008 年カンボジアで確認された

アルテミシニン薬耐性熱帯熱マラリアは、現在、ミャンマー、タイ、ベトナムも含め大メ

コン圏の 4 カ国で確認されている。現時点ラオスでは確認されていないが、2011 ～ 2012 年

にかけて、WHO が主導するラオスを含むメコン諸国で共同アセスメントが行われるなど、

国際的にもアルテミシニン耐性マラリアの拡散に対する懸念が高まっている。ラオスは、

WHO の定める Tier II 31
に区分され、メコン地域のアルテミシニン耐性マラリアに対する緊

急対応枠組みの対象国の 1 つとなっている。このようにラオスにおけるマラリア及び薬剤耐

性マラリアに対する取り組みのニーズは非常に高いといえる。

タイ肝吸虫症は、全国レベルで感染がみられ、肝臓疾患、胆管ガン及び胆嚢ガン等の重篤

な健康被害をもたらす疾病である。国民の 3 分の 1 が感染していると推定されるが、感染の

実態は明らかになっておらず、政府の対策も十分にとられていない。メコン住血吸虫症の感

染は地域的に限定されているが、WHO の推定によれば、11 万人以上が感染の危険にある。

致死率は低いが、慢性病となり、進行すると肝腫大や脾腫大が起こることもある。タイ肝吸

虫症、メコン住血吸虫症とも、NTD として、政府による効果的、継続的な対策がとられて

こなかった疾病であり、住民への健康教育に加え、診断、治療を含む包括的な対策へのニー

ズは高い。このように、本プロジェクトは、ラオス政府のマラリア、タイ肝吸虫症、メコン

住血吸虫症の対策の取り組みを推進するものとして、極めて妥当性が高いといえる。

研究活動については、現行の国家保健セクター開発計画（NHSDP）における 6 つの戦略

計画の優先分野の 1 つとなっており、ラオス政府の科学的研究活動への意欲も高い。本プロ

ジェクトでは、ラオス人研究者の研究能力及び県のラボ技術者の診断能力強化に加え、病院、

大学等を含む保健省関連機関との連携も含めた関係者の人材育成も成果の 1 つとしており、

ラオス政府のニーズに対応するものである。

31
　 耐性マラリアが確認された国からの人口流入が顕著であるか、それらの国と国境を接する地域
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（2）ラオスの開発政策及び保健政策との整合性

ラオス政府は、「第 7 次国家社会経済開発 5 カ年計画（NESDP）（2011 ～ 2015 年）」において、

引き続き MDGs の達成に力を入れていく方針を示しており、NHSDP（2011 ～ 2015 年）で、

マラリア等寄生虫による感染症対策は、重点プログラムの 1 つと記されている。疾病別の戦

略計画として、保健省は、「国家マラリア対策・制圧先制計画（NSPMCE）（2011 ～ 2015 年）」

を策定しており、薬剤耐性マラリアについても、モニタリングの強化等取り組むべき緊急課

題と認識している。タイ肝吸虫症、メコン住血吸虫症については、重要疾患と位置づけら

れているものの、継続性のある効果的対策が遅れている。2014 年 6 月には、保健省感染症

制御局が中心となる国家 NTD 委員会が発足し、現在、保健省は「国家 NTD 行動計画（2013
～ 2017 年）」のドラフトを作成中であり、本計画に沿って疾病ごとの段階的な対策活動に取

り組む方針である。このように本プロジェクトは、マラリア及び NTD であるタイ肝吸虫症、

メコン住血吸虫症の対策に寄与するという点で、ラオス政府の開発政策及び保健政策に合致

するものである。

（3）わが国の援助政策との整合性

わが国は、2000 年の「沖縄感染症対策イニシアティブ」、2010 年の「国際保健政策（2011
～ 2015 年）」等で地球規模課題としての感染症対策への支援を表明しており、二国間支援及

び国際機関を通じ、支援に力を入れている。そのため、マラリア、タイ肝吸虫症、メコン住

血吸虫症を対象とする本プロジェクトは、わが国の援助政策との整合性も高い。

（4）国際的な取り組みとの整合性

上述のように、ラオスにおける近年のマラリアの流行と近隣諸国におけるアルテミシニン

耐性マラリアの報告に対し、WHO、GFATM 等の国際機関も警戒を強めており、世界アルテ

ミシニン耐性制御計画（GPARC）のような国際的な枠組みのなか、地域的な取り組みが強

化されており、本プロジェクトはこのような国際的な動きにも対応するものである。

（5）戦略としての適切性

1）研究コンポーネント

WHO は、アルテミシニン耐性マラリアに対する戦略の 1 つとして、耐性マラリア原虫の

流行地別の遺伝的特徴、分布状況等の科学的エビデンスに基づく効果的対策を打ち立てる

ため、試験管内培養テストや遺伝子マーカーを活用した更なる研究活動の推進を挙げてい

る。また、2011 年 1 月に発足した、アルテミシニン耐性監視協力（TRAC）により、ラオ

スを含む大メコン圏を中心とした諸国で研究活動の動きも活発化している。本プロジェク

トは、対象となる疾病の分子遺伝学解析による研究成果を効果的な疾病対策に役立てるこ

とを目標とする研究プロジェクトであるが、その戦略は、国際的な取り組みにも整合する

ものであり、適切であるといえる。

2）能力強化コンポーネント

本プロジェクトでは、研究活動と同時にラオス人研究者の研究能力向上、ターゲットと

なる県のラボ技術者の診断技術の強化も成果の 1 つとしている。またプロジェクトによる

人材育成の波及効果を高めるため、必要に応じ大学、病院等を含めた保健省関連機関の研
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究者、政策立案者に対しても、ワークショップ、セミナー等の機会を提供する計画であり、

保健セクター及び研究分野における人材育成を重視するラオス政府の方針に見合うという

点で、本プロジェクトのアプローチは適切である。

（6）日本の技術の優位性

日本の寄生虫学研究の水準の高さは、国際的にも認められており、世界レベルで研究者が

減少しているなか、生物学、免疫学者等も含め寄生虫に関する研究を行う日本人研究者の数

は比較的多い。本プロジェクトの研究対象の 1 つである、メコン住血吸虫に関しては、日本

人研究者により、日本住血吸虫のマイクロサテライト DNA の解析に成功している。タイ肝

吸虫症についても、同様の遺伝子配列をもつ肺吸虫等の PCR 法で既に実績があるなど、本

プロジェクトに活用できる研究蓄積も多い点で、日本の技術の優位性が十分あるといえる。

４－３　有効性

本プロジェクトは、以下の理由により、有効性はおおむね高いと判断される。

（1）本プロジェクトの目標は、研究成果によるマラリア、タイ肝吸虫症、メコン住血吸虫症の

遺伝的疫学診断方法が、ラオス政府の疾病対策に活用されることである。目標達成のアプロー

チは、①上記疾病のより簡便、精確で特異性のある診断方法（PCR 法、LAMP 法等）の開発

とフィールドでの活用、②病原体と媒介動物の経時的・空間的な疫学状況のモニタリング、

③薬剤耐性マラリアの流行と拡散のメカニズムの解明、④サーベイランスに基づく、感染リ

スクのある住民への健康教育、⑤ラオス人研究者の研究能力強化であり、研究活動・人材育

成・予防教育活動からなる包括的なアプローチがとられており、本プロジェクトは目標達成

のため適切にデザインされていると評価できる。各活動についても、成果を達成するため、

論理的、時系列的に計画されている。

（2）予防教育活動については、タイのマラリア予防教育等で、本プロジェクトでも活用できる

経験をもつ短期専門家の配置を予定している。

（3）本プロジェクトによる研究活動の実施が、直接 C/P の研究者及びターゲット県のラボ技術

者等の能力強化につながっている点でも有効性が高い。C/P であるラオス人研究者が、研究

経過及び成果を日本人研究者とともに論文として科学雑誌に掲載し、LNHRF 32
で年 1 回、発

表する機会を得ることは、人材育成の点で高い有効性が期待される。また、ベトナム、カン

ボジア等の世界各地のパスツール研究所とのネットワークを活用し、研究に関する情報共有、

研究発表等の機会も期待できるものと考えられる。

（4）C/P 機関となる IPL は、2007 年に発布された大統領令により、保健省の局に相当する地位

を有し、現在保健省官房局の管轄下にあるものの、2023 年にラオス政府へその運営管理を

32
　 ラオス国家保健研究フォーラム（Laos National Health Research Forum）は、年 1 回ラオスで開催され、保健省、国内外の研究所、

教育機関、NGO 等が参加し、研究活動の発表、研究成果の政策への反映等につき議論を行う場である。現在まで 7 回開催され

ている。
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完全に引き渡すまで、独立採算制による運営となっており、保健省からの IPL への予算支出

は、電気、水道料を補う程度である。本プロジェクトの C/P となるジュニア研究者 1 名につ

いては、現時点では給与と福利厚生を IPL が支給することが確定している。その他 C/P 研究

者 1 名についても、IPL が雇用する予定であるが、前述のように保健省からの本プロジェク

トの人件費に対する支出は見込まれていないため、本プロジェクト実施中も、IPL の財務状

況に注視し、C/P の配置については、IPL、保健省と調整のうえ、プロジェクトへの支障が

生じないよう事前に方策をとることが求められる。他の選択肢として、保健省の国家公衆衛

生研究所（NIOPH）の海外留学経験のある若手研究者を、政府雇用のまま本プロジェクトに

C/P として配置することも検討中である。ラボ技術者については、本プロジェクトのスタッ

フとして雇用予定である。また、ターゲット県における試料採取等には、県のマラリア・寄

生虫・昆虫学局
33
のスタッフが、通常業務内で本プロジェクトへの協力が行えるよう調整す

る必要がある。

（5）光熱費等の費用分担については、IPL に対し、JICA の規定について事前に説明し理解と合

意を得ており、プロジェクトに必要な費用の支出について、双方で負担することで合意して

いる。

（6）現在保健省は、2012 年 12 月 19 日に国民議会で採択された「2020 年までの保健セクター

改革戦略案」
34
に基づき、保健省及び関連組織の組織改変等を行っている。そのため保健省の

部局と同等の地位を有する IPL についても、今後保健省内での位置づけ、運営管理方法等に

関し、何らかの影響がでる可能性も考えられるが、いずれの場合も本プロジェクトの実施に

関しては、保健省関連部局（官房、研修・研究局、感染症制御局及び CMPE 等）、IPL との

綿密なコミュニケーションに基づく関係構築を図り、適切な調整の下進めていくことが求め

られる。

４－４　効率性

本プロジェクトは、以下の理由により、非常に高い効率性が見込まれる。

（1）IPL には、本プロジェクトで使用する寄生虫学ラボを含む 4 つの BSL2（バイオセーフティ

レベル 2）のラボ施設が既に備えられている。またプロジェクトオフィス、共同で使用予定

のマラリア原虫培養室、昆虫飼育室、BSL3 対応ラボ、滅菌室、試料貯蔵室、実験廃棄物処

理室、会議室及びトレーニングラボ等、研究、研修活動に必要な設備はほぼすべて整ってお

り、必要な機材を投入することにより、即座に研究活動を開始することが可能である。また、

電気、水道等の研究環境についても万全の体制が整備されている。そのため、施設への初期

投資の必要がなく、同等の高度研究を実施する場合と比較し、非常に効率的に活動を行うこ

とができる。ただし、トレーニングラボには、顕微鏡等の簡易機材が現在整備されていない

33
　 県のマラリア・寄生虫・昆虫学局（Section of Malariology, Parasitology and Entomology）は、県の保健局の運営管理下にあるが、

テクニカルには保健省マラリア・寄生虫・昆虫学センター（Center for Malariology, Parasitology and Entomology）とのネットワー

ク下にある。
34

　 MOH, Lao PDR (28 February 2013) “(Draft) Strategy Health Sector Reform by 2020”
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ため、本プロジェクトにおける研修活動のためには整備の必要があるが、海外の研究機関が

供与について検討中とのことである。他の選択肢として、保健省の CMPE に対して、国立

国際医療研究センター（NCGM）が過去に供与した顕微鏡を使用して、研修を行うことも可

能であり、プロジェクトの研修活動に支障は生じないと考えられる。

（2）NCGM は、2011 年 12 月から 2 年間、IPL と共同研究協定を結び、寄生虫ラボへの冷蔵庫、

顕微鏡、その他消耗品等の最低限の研究機材を投入している。本プロジェクトでの供与機材

については、高額機材である次世代シークエンサーについては、IPL への供与は行わず必要

に応じて NCGM にて検査、分析を行う計画である。機材調達に関しては、ラオス国内調達

が難しい 2 機材
35
を除いて、国内調達を行いコストを抑える計画である。ターゲット県のラ

ボ施設への供与も含め
36
、今後必要となる簡易機材、消耗品等については、研究の進捗等に応

じて無駄のない供与計画を立てる予定である。

（3）本プロジェクトによる供与機材により、次世代シークエンサーによる確定検査以外の遺伝

子検査をラオス国内で行えることになり、検体を国外に持ち出すことなく、優位にまた効率

のよい研究活動を行うことが可能となる。

（4）日本人専門家は、長期及び短期専門家で構成されているが、現地研究推進統括である長期

専門家及び全体総括（ともに寄生虫学・分子遺伝疫学専門）は、既に確保されている。長期

専門家の配置により、継続的な研究の進捗管理と C/P への技術指導を効率的に行うことが可

能である。短期専門家については、研究、研修活動計画に沿って、適切な投入時期を計画す

る必要がある。本プロジェクトで配置が予定されている専門家の多くは、ラオスにおける関

連分野での研究経験も十分にあり、活動を効率的に実施することが期待できる。また上述の

ように、NCGM は、IPL との共同研究協定の実績があり、両機関の協力関係が既に構築され

ていることから、効率性の高い活動が見込まれる。

４－５　インパクト

本プロジェクトは、以下の理由から高いインパクトが想定される。

（1）本プロジェクトによりマラリア、タイ肝吸虫症、メコン住血吸虫症の遺伝疫学情報が明ら

かになり、リスクマップが作成されることにより、費用対効果の高い対策、モニタリング計

画等に活用されることが期待される。これらの科学的情報は、ベトナム、カンボジア、タイ

等のメコン地域諸国の薬剤耐性マラリア等の疾病対策や国際的取り組みにも貢献するもので

ある。また本プロジェクトで開発された診断方法が、保健省、WHO 等により採用され、従

来の方法を補完する診断方法として普及することにより、マラリア、タイ肝吸虫症、メコン

住血吸虫症の診断・治療がより迅速、的確に行われることが期待される。さらに IPL が、少

35
　 DNA シークエンサー及びリアルタイム PCR システムの 2 機材については、現地調達では保守管理（今後 10 年間）が保証され

ないため、本邦調達とする予定である。
36

　 県において LAMP 法による診断を行う際に必要となる機材は、ピペット、チップ、酵素及び酵素溶液増量キット、恒温器、温度

計等簡易なものである。
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なくともメコン住血吸虫症のリファレンスラボとして機能する可能性も考えられる。

（2）本プロジェクトの研究成果は、論文、セミナー等での発表に加え、毎年開催される LNHRF で、

国内外の関係者と広く共有される予定である。このような機会を通じ、本プロジェクトがラ

オスの科学技術水準の向上と、保健省の疾病対策立案能力の強化にも寄与することが期待さ

れる。

（3）本プロジェクトの成果により、疾病への効果的対策が強化されれば、人々の健康改善に加

え、個人の医療費支出の削減、労働及び学業への影響が軽減されることが期待される。さら

にタイ肝吸虫症対策については、ラオスの食品輸出も念頭に置いた食品衛生上の便益、メコ

ン住血吸虫症対策については、観光産業への経済的な正のインパクトを与えることが期待さ

れる。

４－６　持続性

本プロジェクトは、以下の理由により、中程度の持続性が見込まれる。

（1）政策面

マラリアについては、既に述べたように感染率及び関連死亡率は低減しているものの、人

口の 60％が感染の危険にあり、特に南東部の国境地帯における感染の流行や、近隣諸国で

のアルテミシニン耐性マラリアの発生により、本プロジェクト終了後もラオス政府における

マラリア対策のニーズ及び優先度は高いと考えられる。またタイ肝吸虫症、メコン住血吸虫

症についても、ロードマップを含む国家 NTD 行動計画に基づき、戦略的な撲滅対策を実施

する方針であり、本プロジェクト終了後もラオス政府による取り組みは、促進、継続される

と考えられる。

（2）組織・財政面

前述のように、IPL の運営及び研究活動は独立採算制であり、本プロジェクト後、同様の

研究活動が継続されるには、日本あるいは他ドナーからの研究プロジェト支援、グラント等

の予算確保が必要となる。現時点では同レベルの研究活動を保健省の研究組織で行うこと

は、施設、整備、安全上難しいと考えられる。ただし、本プロジェクトによるマラリア及び

タイ肝吸虫症、メコン住血吸虫症対策への便益が広く認識されるようであれば、ラオス政府

による予算措置、あるいはドナー機関等からの資金提供の可能性もあるかと思われるため、

本プロジェクトにおいても関係組織及びドナー機関に対し、研究活動継続への支援を促す働

きかけを行うことも求められる。

IPL の運営管理等については、パスツール研究所本部とラオス保健省との間に、16 年間

（2007 ～ 2023 年）の MOU が締結されている。本 MOU に基づき、IPL が保健省に代わり、

その施設、機材の維持管理の責任を負うこととなっている。そのため本プロジェクト終了後、

供与機材については、同様の研究活動が IPL で継続されるかどうかにかかわらず、予算措置

を含む維持管理計画の下、適切な対応がとられることを IPL と確認している。
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（3）技術面

本プロジェクトにより開発される LAMP 法による DNA 診断法は、より簡易、精確であり、

高度な技術と高額な機材を必要とせずフィールドで使用することができるため、ターゲット

県での導入、定着に成功すれば、ラオス政府の政策により、他県へ普及する可能性も考えら

れる。

本プロジェクトでは、研究活動と並行して、本プロジェクトの C/P、保健省機関の研究者、

県のラボ技術者等への研修活動を行い、能力強化及び技術移転を行う計画であり、これら研

究者が IPL あるいは保健省の関連機関、大学等で同レベルの研究活動を継続する場を得て、

更なる技術移転を行うことが期待されるが、ラオス国内では高度研究を行う組織の受け皿が

限られているのが現状であり、本プロジェクト終了後の人材の活用が課題の 1 つといえる。
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第５章　団長所感

５－１　ラオスの期待

ラオスは内陸国で中国、ベトナム、カンボジア、タイ、ミャンマーに国境を接している。また、

西側国境の広い範囲に国際河川であるメコン川があり、タイと接しカンボジアへと流れていく。

そのため、人や物の動きは国境や河川を越えて縦横になされており、隣国での出来事はラオスに

も大きな影響を及ぼす。また、その逆にラオスで起きたことが周辺国にも影響する。

ラオスで実施される SATREPS 研究は薬剤耐性マラリア、メコン住血吸虫症、タイ肝吸虫症の

3 疾患が対象である。ラオス政府もこの疾患対策の必要性を強調していた。特に薬剤耐性マラリ

アはカンボジア、ベトナムなどの国境を越えた疾患で、その状況把握が必要である。タイ肝吸虫

症は川魚を生食する人々の間で感染が繰り返されており、感染者に肝ガン・胆管ガンが多い。ま

た、メコン住血吸虫症は南部一部地域で流行していることが確認されているが、世界遺産をもつ

バンビエン郡で流行しているらしいという噂が最近なされ、風評被害で観光業に悪い影響を及ぼ

していた。

５－２　IPL の役割

ラオスの感染症研究環境は日本でいえば 1970 年ごろで、顕微鏡で病原体を見ることが中心で

あり、1980 年代以降に普通になった遺伝子に関する検査があまり実施されていない。そのため、

遺伝子検査が必要となった場合は国外に持ち出し、実施する必要がある。検体の持ち出しのため

に、手続き・経費・時間などが必要とされる。

ラオスに十分な検査・研究機能をもたせ、ラオスに研究者を育成するために、ラオスにパスツー

ル研究所が設けられ 2 年がたつ。開設から 16 年間の移行期間を経て、ラオス国民が運営管理す

る研究機関に育てあげることが目的とされるが、現在はフランス、ルクセンブルクなどの研究者

が研究を行っており、同活動を通してラオス人若手研究者に技術を指導している。

日本も SATREPS のマラリアなどの寄生虫究を通して、ラオスに技術を定着させることが求め

られている。

５－３　SATREPS 研究の意義

研究代表者の狩野繁之教授は 10 年以上にわたり、ラオスでのマラリア研究を実施しており、

ラオス保健省に知り合いが多くラオスの事情をよく理解している。日本人研究協力者はラオス国

民と長年一緒に働いている者がおり、Japanese Consortium for Health in Lao PDR というグループを

構成している。これらの研究者が中心となり、LNHRF が保健省と共催で行われている。LNHRF
はラオス国内の研究者や行政機関の職員が活動成果を発表する場であり、2014 年 10 月に 7 回目

の開催となった。ラオスの保健医療分野関係者の評価は高い。

今回の SATREPS 研究の目的は「開発されたマラリア、メコン住血吸虫症、タイ肝吸虫症の遺

伝疫学的診断方法に基づく研究成果が行政サービスに反映される。」が設定され、活動として、

①同疾患の診断法、②遺伝子構造の時間的・地理的モニタリング、③マラリアの薬剤耐性のメカ

ニズム、④地域行政機関とともに住民教育の強化、⑤ラオスの研究者や行政官の能力強化などが

行われる予定である。

ラオス国内で得られた検体を、ラオス国内で調査・研究し検査法を開発することが中心ではあ
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るが、地域住民のために活動もあり、十分な成果が発現することを期待する。
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主要面談者リスト 

保健省 

Dr. Nao Boutta Director of Cabinet 

Dr. Prasongsidh Boupha Director General, Department of Planning and 
International Cooperation 

Dr. Bounlay Phommasack Director General, Department of Communicable 
Disease Control/ Director of Global Fund Project 

Dr. Bounnak Sanasongkham Deputy Director General, Department of Health Care

Dr. Bouavanh Southiveng Deputy Director of Central Hospital, Department of 
Health Care 

Dr. Thongsavanh Sengkongdala Deputy Director of Traditional Medicine, Department 
of Health Care 

Dr. Sisavath Soutthaniraxay Deputy Director General, Department of 
Communicable Diseases Control 

Dr. Soulivanh Pholsena Secretary to Minister/ Director of Foreign Relations 

Dr. Sing Menorath Director, Department of Training and Research, 

Dr. Souphaphone Samettom Staff of the Secretary to Minister 

パスツール研究所 

Dr. Ponmek Dalaloy Honorary Chairman of the Board of Directors 

Dr. Paul Brey Director

Dr. Antoine des Graviers Chief Financial Officer 

CMPE 

Dr. Simone Nambanya Deputy Director 

Dr. Vienxay Deputy Director 

Mr. Somphane Seng Phim Thang Laboratory Unit 

Dr. Thonginh Lien Vilaysack, Equipment Unit 

Mr. Lathakim Khier Thong Administrative Unit 

国立公衆衛生研究所 

Dr. Kongsap Akkhavong Director General 

Dr. Somphou Sayasone Health Research Division 

Dr. Xangsayarath Phonepadith  
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サバナケット県関係者 

Dr. Tiengkham Pongvongsa Director, Section for Malariology, Parasitology and 
Entomology

Dr. Bongsouvanh Phanthavongsa Deputy Director, Department of Health 

 

University of Health Sciences 

Prof. Yadmany Unit of Parasitology, Department of Basic Health 
Sciences

Francophone Institute of Tropical Medicine (IFMT) 

Dr. Daniel Reinharz Director 

The Lao Oxford Mahosot Welcome Trust Research Unit (LOMWRU) 

Dr. Mayfong Mayxay Head of the Field Research 

WHO 

Dr. Chitsavang Chanthavisouk National Professional Officer, Malaria, Vectorbone 
and Parasitic Diseases 

Dr. Thipphavanh Chanthapaseuth National Professional Officer, Emerging Diseases 
Surveillance and Response  

在ラオスフランス大使館 

Mr. Jerome Dubois-Mercent Head of Development Cooperation 

ルクセンブルグ開発援助庁 

Dr. Frank Haegeman Health Systems Advisor 

在ラオス日本国大使館 

中山将 二等書記官（保健担当）

－ 48 －
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